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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一平面上に複数が連接配置される面照明ユニットであって、
　前記面照明ユニットは、中央に点光源用の孔が形成された底面部および前記底面部の周
囲にあって対向する一方の一対の側面および他方の対向する一対の側面を有するケーシン
グと、
　前記底面部と所定の間隔を隔てて略平行に対向配置され、反射開口部を有する光学反射
板と、を備え、
　前記対向する一対の側面のいずれか一方の対向する一対の側面に側壁部および他方の対
向する一対の側面に開口部を設け、
　前記底面部の表面、前記側壁部の内外面および前記光学反射板の内面が反射面で形成さ
れ、一つの面照明ユニットの前記側壁部とこれに連接する他の面照明ユニットの前記開口
部とが接することで前記開口部が前記側壁部で塞がれるように形成されていることを特徴
とする面照明ユニット。
【請求項２】
　請求項１記載の面照明ユニットにおいて、
　前記対向する一つの側壁部の一方に、前記底面部および前記光学反射板が一体に連結さ
れ、さらに、該光学反射板の前記一つの側壁部と連結された一辺と対向した一辺に他の側
壁部が一体に連結されていることを特徴とする面照明ユニット。
【請求項３】
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　請求項１または２記載の面照明ユニットと、
　前記孔に配置され、光を放射する単体又は複数の集合体からなる一群の光源と、
　を備える面照明光源装置。
【請求項４】
　請求項３記載の面照明光源装置が同一平面上にマトリクス状に複数配置されてなる面照
明装置において、
　一つの面照明ユニットの前記側壁部とこれに連接する他の面照明ユニットの前記開口し
た側面とが接するように各面照明ユニットが配置されていることを特徴とする面照明装置
。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の面照明ユニットの製造用展開基板であって、
　前記底面部の対向する辺の一方に連結されている前記側壁部の一方と、
　前記光学反射板の対向する辺の一方に連結されている前記側壁部の他方とを備え、
　前記底面部の対向する辺の他方は前記側壁部の他方と連結または前記光学反射板の対向
する辺の他方は前記側壁部の一辺と連結されていることを特徴とする面照明ユニットの製
造用展開基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＣＤバックライト、照明用看板、自動車・車両等の表示装置に使用される
面照明光源装置に用いられる面照明ユニット、面照明光源装置、面照明装置および面照明
ユニットの製造用展開基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、表示装置や照明等の光源として、電力消費量や発熱が少ない点から発光ダイ
オード（ＬＥＤ）の使用が検討されているが、ＬＥＤは指向性が強いため、広い面で均一
光量分布を得るためには、種々の工夫が必要とされている。
【０００３】
　特許文献１には、一端に開口部が形成され、その内側壁が光の反射面である光源収容部
を有するランプハウジングと、光源収容部に設けられた発光ダイオードと、開口部の前面
に設けられた表示板とを備え、発光ダイオードからの光を拡散反射して均一にする技術が
開示されている。
【０００４】
　また、従来、任意の大きさの面照明装置を得たい場合、複数の面照明光源装置をマトリ
クス状に並べることにより、面照明装置を構成していた。
【特許文献１】特開２００３－１８６４２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、複数の面照明光源装置を用いる場合の面照明光源装置の構成や配置に対
する工夫は特に行われていなかった。
　このため、複数の面照明光源装置を単にマトリクス上に並べただけでは、各装置の周辺
部の照度が低下し、全体として均一な照明を得ることとは難しかった。
【０００６】
　本発明の課題は、簡易で低コスト製造が可能な面照明ユニット、面照明光源装置、およ
び面照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するため、下記のような構成を採用した。すなわち、本発明
の一態様によれば、本発明の面照明ユニットは、同一平面上に複数が連接配置される面照
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明ユニットであって、前記面照明ユニットは、中央に点光源用の孔が形成された底面部お
よび前記底面部の周囲にあって対向する一方の一対の側面および他方の対向する一対の側
面を有するケーシングと、前記底面部と所定の間隔を隔てて略平行に対向配置され、反射
開口部を有する光学反射板と、を備え、前記対向する一対の側面のいずれか一方の対向す
る一対の側面に側壁部および他方の対向する一対の側面に開口部を設け、前記底面部の表
面、前記側壁部の内外面および前記光学反射板の内面が反射面で形成され、一つの面照明
ユニットの前記側壁部とこれに連接する他の面照明ユニットの前記開口部とが接すること
で前記開口部が前記側壁部で塞がれるように形成されていることを特徴とする。

【０００８】
　また、前記対向する一つの側壁部の一方に、前記底面部および前記光学反射板が一体に
連結され、さらに、該光学反射板の前記一つの側壁部と連結された一辺と対向した一辺に
他の側壁部が一体に連結されていることが望ましい。
　本発明の一態様によれば、本発明の面照明光源装置は、前記面照明ユニットと前記孔に
配置され、光を放射する単体又は複数の集合体からなる一群の光源と、を備えることを特
徴とする。
【０００９】
　本発明の一態様によれば、本発明の面照明装置は、前記面照明光源装置が同一平面上に
マトリクス状に複数配置されてなる面照明装置において、一つの面照明ユニットの前記側
壁部とこれに連接する他の面照明ユニットの前記開口した側面とが接するように各面照明
ユニットが配置されていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の一態様によれば、本発明の面照明ユニットの製造用展開基板は、前記底面部の
対向する辺の一方に連結されている前記側壁部の一方と、前記光学反射板の対向する辺の
一方に連結されている前記側壁部の他方とを備え、前記底面部の対向する辺の他方は前記
側壁部の他方と連結または前記光学反射板の対向する辺の他方は前記側壁部の一辺と連結
されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、低コストで面照明ユニットを製造することができる。また、面照明ユ
ニットを複数配置して面照明装置を構成した場合に面照明ユニットを効率的に使用できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。
　図１は、本発明の実施の形態にかかる面照明ユニットの斜視図である。
　面照明ユニット１３は、正方形状の底面部１４、および底面部１４から立設され対向す
る一対の側面に設けられた側壁部１５１、１５２を有するケーシング１６と、光学反射板
１７と、を備える。そして、面照明ユニット１８の他の一対の側面は、開口している。開
口した他の一対の側面を開口部１８１、１８２と呼ぶ。すなわち、面照明ユニット１３は
、全体として一対の側面（１８１、１８２）が開口した箱型をなしている。底面部１４、
側壁部１５１、１５２の内側および外側には、反射面が形成され、光を反射する機能を有
している。
【００１３】
　光学反射板１７は、底面部１４と所定の間隔を隔てて図の上方に対向して配置され、支
持部１９により側壁部１５１、１５２に接続されている。尚、支持部１９を用いず、光学
反射板１７が側壁部１５１、１５２に直接接続されるようにしても良い。
【００１４】
　光学反射板１７は、全体として方形状をなしている。この光学反射板１７は、中央に方
形の中央反射部２０とその中心Ｏを中心とする同心状の複数の方形の環状反射部２１とを
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有する反射部２２、および中央反射部２０と環状反射部２１の間、環状反射部２１と環状
反射部２１の間に設けられた反射板開口部２３を備えている。そして、反射板開口部２３
と同一平面上で該反射板開口部２３を挟んで対向し隣接する中央反射部２０および環状反
射部２１は、その一部が接続部２４により一体的に接続されている。また、一番外側の環
状反射部２１には、前述した支持部１９が一体的に形成されている。
【００１５】
　反射部２２は、少なくとも底面部１４との対向面側に反射面が形成され、光源１１から
の光を反射する機能を有している。また、反射板開口部２３は、貫通孔であり、光が通過
可能となっている。
【００１６】
　本実施形態では、底面部１４、側壁部１５１、１５２、および光学反射板１７は、所定
の形に打ち抜かれた単板を折り曲げることにより構成されている。
　そして、この単板の材料としては、光吸収の少ない材質が用いられ、超微細発泡光反射
板、チタンホワイトの微粒子をエマルジョン化したもの、ポリテトラフロロエチレン（ｐ
ｏｌｙ　ｆｌｕｏｒｏ　ｃａｒｂｏｎ）の微粒子のいずれか、またはこれらの組み合わせ
たものからなっている。
【００１７】
　本実施形態では面照明ユニット１３の大きさとして、例えば１０ｃｍ×１０ｃｍ×１．
５ｃｍ（高さ）の直方体を採用している。但し、この面照明ユニット１３の大きさは、こ
れに限定されるものではない。
【００１８】
　図２は、本発明の実施の形態に係る面照明ユニットの展開図である。
　以下の説明において、図面において同一の符号を付したものは同一のもの及び同様の効
果を奏するものであるから、説明を省略する場合がある。
【００１９】
　図２において、本実施の形態に係る面照明ユニット１３は、底面部１４、側壁部１５１

、１５２、光学反射板１７、および支持部１９を備えている。そしてこれら底面部１４、
側壁部１５１、１５２、光学反射板１７、および支持部１９は、一枚の板からプレスによ
り打ち抜きし、さらに折り曲げて面照明ユニット１３を構成している。すなわち、面照明
ユニット１３は展開された状態では連続して一平面上に位置する。
【００２０】
　底面部１４の略中心には、光源１１を配置するための孔１２が設けられている。
　本実施の形態に係る面照明ユニット１３は、方形の単板を所定の形に打ち抜き、折り曲
げることにより構成できる。また、他の一対の側面には側壁部が設けられていない。した
がって、本実施の形態の面照明ユニット１３は、製造が容易でコストも低くすることがで
きる。
【００２１】
　図３は、本発明の実施の形態に係る面照明ユニットを用いて形成した面照明光源装置の
断面図である。
　本実施の形態に係る面照明光源装置１０は、面照明ユニット１３の底面部１４の略中央
に設けられた孔１２に発光ダイオード等の光を放射する単体又は複数の集合体からなる一
群の光源１１を配置して構成されている。
【００２２】
　光源１１は、点光源からなり、発光ダイオードやレーザダイオード（ＬＤ）のように自
ら発光する素子のみならず、導光ワイヤ等によって導かれた光をも含む概念である。また
、光源１１は、発光素子が１個の単体のみならず、複数の発光素子が近接して配置された
集合体である場合をも含む。さらに、例えば光の三原色である赤、青、緑の発光素子を近
接配置した場合も含む。

【００２３】
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　図４は、本発明の実施の形態に係る面照明装置の斜視図である。
　本実施の形態に係る面照明装置３０は、上記説明した面照明光源装置１０をマトリクス
状に複数配置することにより構成されている。
【００２４】
　面照明装置３０は、使用する面照明光源装置１０の数を変更することで、所望の大きさ
の面照明装置を構成することができる。本実施の形態においては、３×３の9個の面照明
光源装置１０を用いた場合を説明する。
【００２５】
　複数の面照明光源装置１０は、面照明装置３０の外枠３１の中に同一平面上にマトリク
ス状に並べて配置される。外枠３１は、内側に反射面を持ち、光源１１からの光を反射さ
せる。本実施の形態においては、外枠３１を面照明ユニット１３と同様の素材で構成して
いる。
【００２６】
　隣り合う面照明光源装置１０は、互いに９０度回転させて配置される。すなわち、面照
明光源装置１０の開口部１８１（または１８２）と隣接する面照明光源装置１０の側壁部
１５１（または１５２）が密接するように配置される。これにより、隣接する面照明光源
装置１０の側壁部の外側は、面照明光源装置１０の側壁部の内側と同様の役割を果たす。
また、面照明装置３０の一番外側に配置され、開口部と接する側壁部が無い場合は、面照
明光源装置１０の開口部は外枠３１と密接し、外枠３１は側壁部と同様の役割を果たす。
【００２７】
　具体的には、面照明光源装置１０１の開口部は隣接する面照明光源装置１０２、１０３

の側壁部が密接し、面照明光源装置１０１の側壁部は隣接する面照明光源装置１０４、１
０５の開口部と密接する。また、面照明装置３０の一番外側に配置された面照明光源装置
１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９は、開口部の一方が外枠３１と密接し
ている。
【００２８】
　面照明光源装置１０は、四方を側壁部で囲われ、光源１１からの光は、底面部、光学反
射板、自身の側壁部の内側、および隣り合う面照明光源装置１０の側壁部の外側で反射し
、光学反射板の開口部から放射される。
【００２９】
　本実施形態の面照明装置３０は、面照明光源装置１０自身の反射面だけでなく、面照明
光源装置１０が隣接する他の面照明光源装置１０の側壁部の外側を反射面として利用する
ことにより明るく均一な照明を得ることができる。また、面照明光源装置１０の側壁部の
外側を反射面として利用するので、面照明光源装置１０を無駄が少なく効率よく使用でき
る。さらに本実施形態の面照明光源装置１０は、開口部１９に側壁部が無いことでコスト
を低くでき、容易に作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態に係る面照明ユニットの斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る面照明ユニットの展開図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る面照明ユニットを用いて形成した面照明光源装置の断
面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る面照明装置の斜視図である。
【符号の説明】
【００３１】
　　１０　　面照明光源装置
　　１１　　光源
　　１２　　孔
　　１３　　面照明ユニット
　　１４　　底面部
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　　１５１、１５２　　側壁部
　　１６　　ケーシング
　　１７　　光学反射板
　　１８１、１８２　　開口部
　　１９　　支持部
　　２０　　中央反射部
　　２１　　環状反射部
　　２２　　反射部
　　２３　　反射板開口部
　　２４　　接続部
　　３０　　面照明装置

【図１】 【図２】
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